
ポイントをためて換金するみた
いだけど・・・、ボランティア
って無償でするものだと思って
いたから、なんかお金が目的み
たいで・・・・・・。

綾川町に住所のある小学生以上で、ボランティア活動を自力でできる方が対象です。
（満20歳未満の方は、保護者の同意が必要です）
なお政治、宗教、営利を目的とする方は対象外です。

どんな人が介護支援ボランティアになれますか？どんな人が介護支援ボランティアになれますか？

み
んな

で支え
あって介護予防

登録者が介護保険施設などでボランティア活動を行った場合に、その実績に応じてポイントが
付与されます。そしてそのポイントが、本人の申し出により換金等ができる仕組みです。

綾川町介護支援ボランティア制度とは綾川町介護支援ボランティア制度とは

介護支援ボランティア制度の流れ

⑥ポイントに応じた交付金
　等が交付される

⑤評価ポイント活用の申請

①ボランティア登録

※④～⑥は、翌年度に行う手続きです。

指定を受けたボランティアの事業・活動
ボランティアの受入機関など

ボランティア

④集めたスタンプを評価
　ポイントに換える申請

③手帳に
　スタンプ
　をもらう

②ボランティア
　活動

連携

ものの考え方もあるよね。
ポイントを換金するかどうか
は個人の判断だしね。

そうか、換金したお金
を、ボランティアとし
て活動に生かしてもい
いんだね。

一日に何ぼでも
スタンプをもら
えるんやろか？

そやなあそれからスタン
プを集めるとすぐに交付
金がもらえるんやろか？

１５０スタンプ以上ボラ
ンティアしたらどうなる
んやろか？

高齢者が生きがいや目的をもって活動的に過ごせ
ることで、元気で長生きできるものね。介護支援
ボランティア制度って少子高齢化の今にぴったり
の制度というのがだいぶわかったわー。

そもそも地域で支えあうと
いうことが大事だからね。

そうそう。私は、自分の介護保険料に
当てるつもりで頑張ってみようと思う。

● 詳しいお問い合わせは ●

 綾川町役場健康福祉課・・・・・・・・・876-1113
 綾川町地域包括支援センター（えがお内）・・876-1002 綾 川 町

介護予防事業の一つとして、町民のみなさんが介護ボランティア活動を通して地域貢献や社会参
加をすることで、より元気になることを目的としています。そして住民の自助・共助・互助の理念に
基づき、綾川町が、いきいきと笑顔あふれる地域社会となることを目指しています。

あなたもあなたも
今度綾川町でボランティアのポイント制度っていう
のが始まったらしいけど、何か知ってる？

へえ知らないわ。
これを読んでみましょう。

介護支援ボランティアに介護支援ボランティアに
一日に複数のボランティア活動を行い、スタンプをもらうこと
はできますが、１時間程度の活動で１スタンプとなり、一日４
スタンプまでとなります。それから集めたスタンプは翌年度に
手続きをしてポイントを評価してもらってからの交付になりま
す。１スタンプが１００ポイント、年間１５,０００ポイント
までとなります。その年度のスタンプは翌年度には持ち越せま
せんので気をつけてください。

綾川いどばた日記から
・・・・・・・・・・・・・

１スタンプ
＝100ポイント

だよ。

地域包括
支援センター

綾川町
健康福祉課



受  入  機  関介護支援ボランティア

綾川町介護支援ボランティア活動の受入機関等指定申請書により、町長に申請し、
綾川町の指定を受けます。

登録者と活動日、活動内容等について調整を行い、ボランティア活動を受け入れます。

登録者のボランティア活動の時間に応じて、回数を単位として評価します。活動に応
じて登録者の介護支援ボランティア手帳に「活動確認スタンプ」を押印します。活動
記録簿にボランティア活動の活動実績を記録します。

施設の催事に
関する手伝い
・模擬店
・会場設営
・利用者の移動補助
・芸能披露等

2 3 4

受入機関になれるのは
綾川町内の
○介護老人福祉施設　○介護老人保健施設　○介護療養型医療施設　○（介護予防）通所介護
○（介護予防）通所リハビリテーション　○（介護予防）短期入所生活介護　○（介護予防）短期入
所療養介護　○（介護予防）認知症対応型共同生活介護　○（介護予防）小規模多機能型居宅介
護　○地域包括支援センター　○その他町長が認める事業

綾川町健康福祉課又は綾川町地域包括支援センターで介護支援ボランティアの登
録申請をし、介護支援ボランティア手帳を受け取ります。

ボランティア登録

1

綾川町健康福祉課又は綾川町地域包括支援センターでボランティア活動を行う施設
や事業所等（受入機関等）の紹介を受け、受入機関等と登録者の双方が活動日、時
間、活動内容等について、お互いに一致した場合にボランティア活動が開始されます。

ボランティア活動

2

その日の、ボランティア活動が終わったら、ボランティア手帳に、受入機関等から「活
動確認スタンプ」（活動１時間につき、１スタンプ、最高１日4スタンプ）を押印しても
らいます。

手帳にスタンプ
を押印

3

ボランティア手帳を綾川町健康福祉課又は綾川町地域包括支援センターに提出し、
交付金等を受け取るための評価ポイント（１スタンプ＝１００ポイント）に換えます。

集めたスタンプ
を評価ポイントに
換える申請

4

評価ポイントを活用し交付金等受け取るには、綾川町健康福祉課にボランティア手帳
を添えて申し出ます。（評価ポイントの換金は、１,０００ポイントにつき１,０００円とし、
最高1５,０００ポイントまでです。）

評価ポイントの
申請

5

⑤の申し出に基づき、活用ポイント数に応じて評価ポイント交付金等が交付されま
す。ただし、交付金等が支給されるには条件があります。

ポイントに応じて
交付金等の交付

6

受入機関の申請

1

2

手帳にスタンプ
を押印

ボランティア活動
の受入

3

介護支援ボランティア受入機関の申請と評価、記録介護支援ボランティアの登録から交付金が支給されるまで

【ボランティア活動】どんな活動ができますか？

5 6 7 8
お茶出 し、
食堂内 での配膳、
下膳等 の補助

施設職員とともに行う
軽微かつ補助的な作業
・清掃
・洗濯物の整理等

地域包括支援
センターが実
施する介護予
防等における
活動支援

その他、
町長が必要と
認める活動
いきいきサロン等
ごみ出しサポートほっと歓事業

高齢者世帯（単身含む）の方がご自宅でボランティア活動を受けようとする場合は申し込みにより、
受入機関に含まれます。

レクリエーション
等の指導、
参加支援

1

自宅でのボラ
ンティア活動
は❹のお話相
手、傾聴活動
のみです。

散歩、外出、
屋内移動の補助

話し相手、傾聴


